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平
成
24
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
改

正
介
護
保
険
法
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　

今
回
の
改
正
は
、
高
齢
者
が
住
み
慣

れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
、
介
護
、

予
防
、
住
ま
い
、
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス

が
切
れ
目
な
く
提
供
さ
れ
る
『
地
域
包

括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
』
を
最
重
点

目
標
と
し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
取
り

組
む
べ
き
事
項
を
盛
り
込
ん
だ
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
、
訪
問
介

護
と
訪
問
看
護
が
連
携
し
て
、
24
時
間

対
応
の
短
時
間
の
定
期
巡
回
と
随
時
訪

問
を
実
施
す
る
『
定
期
巡
回･

随
時
対

応
型
訪
問
介
護
看
護
』
と
、
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
と
訪
問
看
護
を
同
一

事
業
所
で
一
体
的
に
提
供
す
る
『
複
合

型
サ
ー
ビ
ス
』
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

市
町
村
長
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画

に
定
め
る
一
部
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
見
込
量
の
確
保
の
た
め
、
訪
問
介

護
と
通
所
介
護
の
指
定
に
つ
い
て
、
県

に
対
し
必
要
な
協
議
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
、
県
は
こ
の
結
果
に
基
づ
き
、
指

定
を
取
り
や
め
た
り
、
指
定
に
あ
た
り

必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
し
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

労
働
基
準
法
等
に
違
反
し
て
罰
金
刑

を
受
け
て
い
る
者
等
に
つ
い
て
は
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
等
を
し
て

は
な
ら
ず
、
既
に
指
定
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

県
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
公
表

に
つ
い
て
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
調

査
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
次
の
改
正
も
さ
れ
て
い

ま
す
。

	

○
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
の
創
設

	

○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能

強
化

　

ま
た
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性

を
高
め
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
て
い
た
事
業
者
及
び
施
設
の
指
定
基

準
に
つ
い
て
、
指
定
権
限
を
持
つ
県
ま

た
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。

介
護
保
険
法
改
正
の
概
要

　このたび、介護保険法、障害者自立支援法、児童福祉施設最低基準等につい
て、大きな改正が行われました。
　今回の広報「社会福祉あきた」号外版では、それぞれの改正の概要を会員施
設等の皆さまにお知らせいたします。内容については、２月中旬時点の概要と
なりますので、国の動き等により、変更される場合もあります。

福祉関連の法令が大きく変わります

介
護
サ
ー
ビ
ス
　
　
　
　
　

情
報
の
公
表
に
関
す
る
事
項

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の

指
定
に
係
る
市
町
村
と
の
協
議

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
　
　
　

労
働
法
規
の
遵
守
に
関
す
る
事
項

新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
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資
料
１

資
料
２

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要

１　医療と介護の連携の強化等
	 ①医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援（地域包括ケア）を推進。
	 ②日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
	 ③単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスを
創設。

	 ④保険者の判断による予防給付と生活支援サービスの総合的な実施を可能とする。
	 ⑤介護療養病床の廃止期限（平成24年３月末）を猶予。（新たな指定は行わない。）

２　介護人材の確保とサービスの質の向上
	 ①介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等の実施を可能とする。
	 ②介護福祉士の資格取得方法の見直し（平成24年４月実施予定）を延期。
	 ③介護事業所における労働法規の遵守を徹底、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等違反者を追
加。

	 ④公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。

３　高齢者の住まいの整備等
	 ○有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
	 ※厚生労働省と国土交通省の連携によるサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進（高齢者住まい法の改正）

４　認知症対策の推進
	 ①市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
	 ②市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。

５　保険者による主体的な取組の推進
	 ①介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
	 ②地域密着型サービスについて、公募・選考による指定を可能とする。

６　保険料の上昇の緩和
　○各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。

【施行日】
　１⑤、２②については公布日施行。その他は平成24年４月１日施行。

　高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サー
ビスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進める。

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への
包括的な支援（地域包括ケア）を推進

地域包括ケアシステムについて

※「地域包括ケアシステム」は、ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確保するために、
医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるよ
うな地域での体制と定義する。その際、地域包括ケア圏域については、「おおむね30分以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏域と
して定義し、具体的には、中学校区を基本とする。（「地域包括ケア研究会報告書」より）

【地域包括ケアの５つの視点による取組】
　地域包括ケアを実現するためには、次の５つの視点での取組が包括的（利用者のニーズに応じた①～⑤
の適切な組み合わせによるサービス提供）、継続的（入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサービス提供）
に行われることが必須。

①医療との連携強化
・24時間対応の在宅医療、訪問看護やリハビリテーションの充実強化
・介護職員によるたんの吸引などの医療行為の実施
②介護サービスの充実強化
・特養などの介護拠点の緊急整備（平成21年度補正予算：３年間で16万人分確保）
・24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設など在宅サービスの強化
③予防の推進
・できる限り要介護状態とならないための予防の取組や自立支援型の介護の推進
④見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護など
	 ・一人暮らし、高齢夫婦のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、様々な生活支援（見守り、配食など
の生活支援や財産管理などの権利擁護サービス）サービスを推進

⑤高齢期になっても住み続けることのできる高齢者住まいの整備（国交省と連携）
	 ・一定の基準を満たした有料老人ホームと高専賃を、サービス付高齢者住宅として高齢者住まい法に位
置づけ
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近
年
に
お
け
る
障
害
福
祉
施
策
の
動

向
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
障
害
者
自
立

支
援
法
の
一
部
改
正
法
で
あ
る
、「
障

が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け

る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施

策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お
い
て
障
害

者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」、

い
わ
ゆ
る
「
つ
な
ぎ
法
」
が
、
平
成
22

年
12
月
10
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
つ
な
ぎ
法
」
で
は
、「
障
が
い
者
総

合
福
祉
法
（
仮
称
）」
の
制
定
ま
で
の

間
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
障
害
者
自

立
支
援
法
と
児
童
福
祉
法
の
改
正
が
行

わ
れ
、
既
に
同
行
援
護
の
サ
ー
ビ
ス
等

が
一
部
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
平
成

24
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
も
の

に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
障
害
者
に
支
給
さ
れ
る
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
者
負
担
は
、
現
在

の
応
益
負
担
か
ら
利
用
者
の
負
担
能
力

に
応
じ
た
応
能
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

利
用
す
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要

す
る
費
用
の
原
則
１
割
負
担
か
ら
「
家

計
の
負
担
能
力
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん

酌
し
て
政
令
で
定
め
る
額
」（
負
担
上

限
月
額
）
と
な
り
ま
す
。

②
利
用
者
負
担
の
合
算
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
も
世
帯
に
お
け
る
負
担
の
軽

減
を
図
る
た
め
、
同
一
の
世
帯
に
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
障
害
者
等

が
複
数
い
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
、
利

用
者
負
担
の
合
計
額
が
一
定
の
額
を
超

え
る
場
合
は
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

等
給
付
費
等
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
更
な
る
負
担
の
軽
減
を
図
る

た
め
、
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給

付
費
等
の
支
給
対
象
に
補
装
具
に
係
る

利
用
者
負
担
を
加
え
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

①
相
談
支
援
の
強
化
と
し
て
、
市
町
村

に
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
法
で
定
め
ら
れ
ま

し
た
。

　

現
在
の
障
害
児
・
者
の
相
談
支
援
体

制
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
ご
と
に
取
組

状
況
に
差
が
あ
る
こ
と
、
身
近
な
地
域

の
相
談
支
援
事
業
者
は
、
常
勤
の
相
談

支
援
専
門
員
が
い
な
い
な
ど
、
必
ず
し

も
十
分
な
人
員
体
制
が
整
っ
て
い
な
い

等
の
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

社
会
福
祉
士
等
の
専
門
職
の
配
置
に
よ

り
一
定
の
人
員
体
制
を
確
保
し
、
障
害

児
・
者
が
地
域
生
活
を
す
る
上
で
抱
え

る
各
種
の
問
題
や
、
３
障
害
へ
の
対
応

も
含
め
た
総
合
的
な
相
談
や
地
域
の
相

談
支
援
事
業
者
へ
の
助
言
、
さ
ら
に

は
、
権
利
擁
護
、
地
域
移
行
も
含
め
た

地
域
の
関
係
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
強
化
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支

援
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
機
関
を
設

置
し
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
体
制

の
機
能
強
化
や
質
の
向
上
を
図
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

②
現
行
の
障
害
者
自
立
支
援
法
で
は
、

自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て
明
記
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
が
、
改
正
後
は
自
立
支
援

協
議
会
が
設
置
で
き
る
と
法
で
定
め
ら

れ
ま
し
た
。

③
相
談
支
援
体
系
に
つ
い
て
は
現
行
の

指
定
相
談
支
援
事
業
者
が
、
指
定
一
般

相
談
支
援
事
業
者
と
指
定
特
定
相
談
支

援
事
業
者
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者

の
指
定
は
市
町
村
長
が
行
う
こ
と
と
な

り
ま
す
。

④
現
在
は
サ
ー
ビ
ス
利
用
計
画
の
作
成

が
市
町
村
の
支
給
決
定
後
と
な
っ
て
い

る
こ
と
、
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
る
な

ど
の
理
由
か
ら
あ
ま
り
利
用
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
支
給
決
定
プ
ロ

セ
ス
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
事
前
に

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
を
作
成
し
、

支
給
決
定
の
参
考
と
す
る
よ
う
改
め
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
の
対

象
者
を
、現
在
の
重
度
障
害
者
等
か
ら
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
全
て
に

つ
い
て
拡
大
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

作
成
に
あ
た
っ
て
は
市
町
村
長
か
ら

事
業
所
指
定
を
受
け
た
、
指
定
特
定
相

談
支
援
事
業
者
が
平
成
24
年
度
か
ら
26

年
度
ま
で
の
３
年
度
間
で
作
成
す
る
こ

と
と
な
り
ま
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
改
正
の
概
要

利
用
者
負
担
の
見
直
し
に
つ
い
て

相
談
支
援
の
充
実
に
つ
い
て
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資
料
１

　

児
童
福
祉
法
、
障
害
者
自
立
支
援
法

等
に
分
か
れ
て
い
た
制
度
が
児
童
福
祉

法
を
基
本
と
し
た
制
度
に
な
り
ま
す
。

　

施
設
体
系
に
つ
い
て
は
、
障
害
種
別

に
分
か
れ
て
い
る
施
設
を
、
通
所
支
援

と
入
所
支
援
に
整
理
し
サ
ー
ビ
ス
名
称

も
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

通
所
支
援
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
実

施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
か
ら
市
町
村

へ
実
施
主
体
が
移
行
さ
れ
、
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
及
び
保
育
所
等
訪
問
支

援
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
児
施
設
を
利
用
し
て
い

る
18
歳
以
上
の
利
用
者
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が

児
童
福
祉
法
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法

へ
移
行
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
４
月
１
日
か
ら
、「
つ
な

ぎ
法
」
の
施
行
の
ほ
か
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
報
酬
改
定
も
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

①
基
金
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た

「
福
祉
・
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
事
業
」

及
び
「
通
所
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
促
進
事

業
」
を
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
用
（
報

酬
）
に
よ
り
行
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
「
福
祉
・
介
護
人
材
の
処
遇
改
善
事

業
」
に
つ
い
て
は
、
福
祉
・
介
護
職
員

の
待
遇
改
善
に
向
け
た
取
組
に
つ
い

て
、
福
祉
介
護
職
員
賃
金
月
額
1.5
万
円

相
当
分
の
引
き
上
げ
経
費
と
す
る
処
遇

改
善
加
算
（
仮
称
）
を
創
設
し
、
引
き

続
き
改
善
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

②
障
害
者
自
立
支
援
法
及
び
児
童
福
祉

法
の
一
部
改
正
の
円
滑
な
施
行
の
た

め
、
相
談
支
援
や
障
害
児
支
援
に
つ
い

て
適
切
な
報
酬
の
設
定
を
行
う
と
さ
れ

て
い
ま
す
。◇　

　

◇　
　

◇

　

障
害
者
自
立
支
援
法
に
替
わ
る
新
法

案
に
つ
い
て
、
平
成
24
年
２
月
29
日
、

民
主
党
厚
生
労
働
部
門
会
議
に
お
い
て

了
承
さ
れ
ま
し
た
。

　

新
法
案
で
は
、
現
行
の
障
害
者
自
立

支
援
法
を
改
正
す
る
と
と
も
に
、
名
称

が
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
に
改
め
ら

れ
ま
す
。

　

主
な
改
正
内
容
は
、
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
対
象
に
難
病
患
者
を
追
加
す

る
、
重
度
訪
問
介
護
の
対
象
に
重
度
の

知
的
・
精
神
障
害
者
を
含
め
る
、
ケ
ア

ホ
ー
ム
と
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
一
元
化

を
行
う
等
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
25
年

４
月
の
施
行
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの
間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の概要

― 児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実
　　（障害種別等で分かれている施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行）
― 放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設
― 在園期間の延長措置の見直し

― 相談支援体制の強化

― 支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案）、サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大

― 発達障害が障害者自立支援法の対象となることを明確化

― 利用者負担について、応能負担を原則に
― 障害福祉サービスと補装具の利用者負担を合算し負担を軽減

― 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間における障害者等の地域生活支
援のための法改正であることを明記

⑥ 地域における自立した生活のための支援の充実

⑤ 障害児支援の強化

④ 相談支援の充実

③ 障害者の範囲の見直し

② 利用者負担の見直し 平成24年４月１日までの政令で定める日（平成24年４月１日）から施行

① 趣旨

平成24年４月１日までの政令で定める日
（平成23年10月１日）から施行

平成24年４月１日施行

平成24年４月１日施行

公布日施行

公布日施行

― グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設
― 重度の視覚障害者の移動を支援するサービスの創設（同行援護。個別給付化）

平成22年11月12日　牧義夫衆議院厚生労働委員長が障害者自立支援法等の改正法案を提出
平成22年12月３日　改正法が成立

市町村に基幹相談支援センターを設置、「自立支援協議会」を法律上位置付け、
地域移行支援・地域定着支援の個別給付化

18歳以上の入所者については、障害者自立支援法で対応するよう見直し。
その際、現に入所している者が退所させられることのないようにする。

（その他）　⑴ 「その有する能力及び適性に応じ」の削除、⑵ 成年後見制度利用支援事業の必須事業化、
⑶ 児童デイサービスに係る利用年齢の特例、⑷ 事業者の業務管理体制の整備、
⑸ 精神科救急医療体制の整備等、⑹ 難病の者等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討

⑴⑶⑹：公布日施行
⑵⑷⑸：平成24年４月１
日までの政令で定める日
（平成24年４月１日）か
ら施行

障
害
児
支
援
の
強
化
に
つ
い
て

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
　

　
　
　
報
酬
改
定
に
つ
い
て



6

社会福祉あきた号外

資
料
１

児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令の概要

１　加算職員の配置の義務化
①家庭支援専門相談員
　 （乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設）
②個別対応職員
　 （乳児院（定員20人以下を除く）、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、一時保護施設）
③心理療法担当職員（対象者10人以上に心理療法を行う場合）
　 （乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設）

　　※①②は経過措置としてH23年度末まで置かないこともできる。

２　現行の措置費等に含まれている直接職員で最低基準に明記されていないものを明記
①乳児院における看護師等（１歳以上の場合）の配置数
　 （１歳児　1.7：１、２歳児　２：１、３歳以上児　４：１）
②児童養護施設における看護師（乳児入所の場合）の配置
③小規模施設における保育士等の加配
　 （乳児院（定員10名以上20人以下）、児童養護施設（定員45人以下））
④母子生活支援施設における母子支援員、少年指導員の配置数
　 （20世帯以上の施設で各２名配置）

１　居室面積の下限の引上げ
○乳児院　　　　　　１人　1.65㎡以上→2.47㎡以上
○母子生活支援施設　１人　3.3㎡以上→１室30㎡以上
○児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、
　一時保護所及び婦人保護施設　１人　3.3㎡以上→4.95㎡以上
　 （児童養護施設、一時保護施設の乳幼児のみの居室は3.3㎡以上）

２　居室定員の上限の引上げ
○児童養護施設及び一時保護施設	 15人以下→４人以下（乳幼児のみの居室は６人以下）
○情緒障害児短期治療施設	 	５人以下→４人以下
○児童自立支援施設	 15人以下→４人以下

３　相談室の設置を義務化
　乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設及び一時保護施設

※１、２は改正施行後に新設、増設又は全面改築される居室に、３は改正施行に新設又は全面改築される施設に
　適用する。

職員配置基準関係

施設基準関係

そ の 他
　職員の資格、各施設の運営理念の表現の見直し、運営の一般原則の規定の新設等所要の改正を行う。

　

平
成
23
年
６
月
17
日
に
「
児
童
福
祉

施
設
最
低
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
平
成
23
年
厚
生
労
働
省
令
第
71

号
）」
が
公
布
さ
れ
、
児
童
福
祉
施
設

最
低
基
準
（
以
下
「
最
低
基
準
」
と
い

う
。）
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
一
昨
年
の
年
末
か
ら
全
国

に
広
ま
っ
た
タ
イ
ガ
ー
マ
ス
ク
運
動
を

き
っ
か
け
と
し
て
、
国
に
お
い
て
社
会

的
養
護
の
在
り
方
の
見
直
し
に
関
す
る

検
討
が
行
わ
れ
、
こ
の
中
で
当
面
早
急

な
改
正
が
可
能
な
事
項
と
し
て
最
低
基

準
の
改
正
等
を
行
う
こ
と
と
し
、
社
会

的
養
護
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
障
害

児
施
設
支
援
の
充
実
等
も
併
せ
て
図
る

こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

　

今
年
度
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に

よ
る
も
の
の
他
に
最
低
基
準
の
改
正
が

３
回
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の

概
略
を
紹
介
し
ま
す
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
「
児
童
福
祉
施
設
最

低
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
」

で
は
、
最
低
基
準
の
改
正
に
よ
り
、
職

員
配
置
基
準
、
設
備
基
準
及
び
施
設
の

運
営
理
念
等
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
他
に
も
、
児
童
福
祉
法
施
行

規
則
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
児
童
自
立

生
活
援
助
事
業
所
及
び
児
童
相
談
所
一

時
保
護
所
の
基
準
、
里
親
規
定
、
家
庭

的
保
育
事
業
の
規
定
の
改
正
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
婦
人
保
護
施
設
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
最
低
基
準
及
び

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
知
的
障
害

児
施
設
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
も
、
併
せ
て

行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

①
職
員
配
置
基
準
の
改
正
と
し
て

は
、
措
置
費
上
加
算
職
員
と
し
て
配
置

さ
れ
て
い
る
職
員
の
配
置
の
義
務
化
、

現
行
の
措
置
費
等
に
含
ま
れ
て
い
る
直

接
処
遇
職
員
で
最
低
基
準
に
配
置
が
規

定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
配
置
の
明
確

化
、
職
員
の
資
格
要
件
等
の
改
正
、
②

設
備
基
準
の
改
正
と
し
て
は
、
居
室
面

積
の
引
き
上
げ
、
居
室
定
員
の
引
き
下

げ
、
相
談
室
の
設
置
の
義
務
化
な
ど
の

ほ
か
、
各
施
設
の
運
営
理
念
等
の
改
正

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
資
料
１
の

と
お
り
で
す
。

児
童
福
祉
施
設

　
　
最
低
基
準
等
改
正
の
概
要

配
置
基
準
、
　
　
　
　
　
　

　
　
設
備
基
準
等
の
見
直
し

は
じ
め
に
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資
料
２

児童福祉施設の設備及び運営に関する（最低）基準の改正状況

（注１）第１次一括法……地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律（平成23年５月２日法律第37号）

（注２）特別支援事業……児童福祉施設に入所している中学校修了までの父母のいない子ども等について子ども手当相
当額を支給（H22. ４～ H23. ９）

都道府県等において児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を条例化

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する
省令
（昭和23年厚生労働省令第71号）

・職員配置基準、設備基準、運営理念等の
改正

地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律
（平成23年法律第37号）

・児童福祉法の改正→施設の設備及び運営
基準は都道府県等が条例で定める。

第１次一括法（注１）による見直し社会的養護の充実等による見直し

児童福祉施設最低基準及び児童福祉法施行
規則の一部を改正する省令
（平成23年厚生労働省令第110号）

・施設長の資格要件の明確化と研修義務化
及び第三者評価等の義務化

地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律の一部施行に伴う厚生労働省令の
整備に関する省令
（平成23年厚生労働省令第127号）

・基準の名称変更、都道府県等が条例を定
めるに当たって従うべき基準及び参酌す
べき基準を規定

児童福祉施行規則等の一部を改正する省令
（平成23年厚生労働省令第123号）

・国の給付金（子ども手当及び特別支援事
業（注２）による給付金）の管理方法等を
規定

　

昨
年
７
月
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た

「
社
会
的
養
護
の
課
題
と
将
来
像
」（
児

童
養
護
施
設
等
の
社
会
的
養
護
の
課
題

に
関
す
る
検
討
委
員
会
・
社
会
保
障
審

議
会
児
童
部
会
社
会
的
養
護
専
門
委
員

会
取
り
ま
と
め
）
を
踏
ま
え
、「
児
童

福
祉
施
設
最
適
基
準
及
び
児
童
福
祉
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
23
年
厚
生
労
働
省
令
第
１
１
０
号
）」

が
平
成
23
年
９
月
１
日
に
公
布
さ
れ
ま

し
た
。

　

こ
の
改
正
で
は
、
乳
児
院
、
母
子
生

活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒

障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支

援
施
設
の
長
の
資
格
要
件
及
び
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
者
が
行
う
研
修
の

受
講
義
務
が
新
た
に
規
定
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
前
述
の
施
設
に
お
い
て
は

３
年
に
１
回
以
上
第
三
者
評
価
の
受
審

と
そ
の
結
果
の
公
表
が
義
務
化
さ
れ
ま

し
た
。

　

平
成
23
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当

の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施

行
に
伴
い
、
入
所
児
童
を
対
象
と
し
て

施
設
の
設
置
者
へ
子
ど
も
手
当
が
支
給

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
従

来
の
特
別
支
援
事
業
で
支
給
さ
れ
た
給

付
金
と
併
せ
て
、
子
ど
も
手
当
等
の
金

銭
の
管
理
に
関
す
る
規
定
が
新
た
に
最

低
基
準
等
に
設
け
ら
れ
ま
し
た
。（「
児

童
福
祉
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
（
平
成
23
年
厚
生
労
働
省
令

第
１
２
３
号
）」
平
成
23
年
９
月
30
日

公
布
）

　

こ
う
し
た
改
正
の
流
れ
と
は
別
に
、

「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め

る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平

成
23
年
法
律
第
37
号
）」
が
平
成
23
年

５
月
２
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
児
童
福
祉
法
が
改
正
さ
れ
、
児
童

福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
最
低
基

準
は
都
道
府
県
等
が
条
例
で
定
め
る
こ

と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、「
地
域
の
自
主
性

及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の

推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う

厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す

る
省
令
（
平
成
23
年
厚
生
労
働
省
令
第

１
２
７
号
）」
が
平
成
23
年
10
月
７
日

に
公
布
さ
れ
、
最
低
基
準
が
改
正
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
省
令
に
よ
り
、
基
準
の

名
称
の
変
更
及
び
都
道
府
県
等
が
条
例

を
制
定
す
る
際
に
従
う
べ
き
基
準
及
び

参
酌
す
べ
き
基
準
が
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
り
、
施
設
の
人
員
配
置
基
準
、
居

室
面
積
基
準
、
人
権
に
直
結
す
る
運
営

基
準
に
関
し
て
は
従
う
べ
き
基
準
と
さ

れ
ま
し
た
。

　

本
県
に
お
い
て
も
、
所
管
す
る
児
童

福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す

が
、
平
成
24
年
度
中
に
条
例
を
制
定
す

る
予
定
で
す
。

施
設
長
の
資
格
要
件
と
研
修
の
義
務
化
、

　
　
　
　
　
　
　
第
三
者
評
価
の
義
務
化

最
低
基
準
の
条
例
化

子
ど
も
手
当
等
の
管
理
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